
○羽生市重度心身障がい者福祉タクシー利用料金等助成要綱 

昭和５６年６月２５日 

告示第５７号 

改正 昭和５７年４月１日告示第３５号 

昭和５８年９月１６日告示第５４号 

平成３年４月１日告示第１３号 

平成６年４月１９日告示第８号 

平成１４年３月２９日告示第７号 

平成２２年２月１７日告示第５号 

平成２７年１２月２８日告示第５４号 

（目的） 

第１条 この要綱は、重度心身障がい者に対し、福祉タクシー利用料金等の一

部を助成することにより重度心身障がい者の社会生活圏の拡大を図り、福祉

の増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この助成の対象者は、市内に住所を有し、かつ、住民税非課税者で、

次の各号に該当しているものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定す

る身体障害者手帳の交付を受けている者であってその障がいの程度が１級

又は２級に該当する者 

（２） 療育手帳制度（昭和４８年厚生省発児第１５６号及び昭和５０年９

月３０日障福第７１９号埼玉県生活福祉部長通知）に基づく療育手帳の交

付を受けた者であって当該障がいの程度が（（A））及びAに該当する者 

（３） 羽生市重度身体障がい者自動車ガソリン費助成要綱（昭和５６年告

示第５８号）の規定による助成を受けていない者 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 



（１） 「事業者」とは、埼玉県乗用旅客自動車協会又は埼玉県個人タクシ

ー協同組合に加入して一般乗用旅客自動車運送事業を営む者をいう。 

（２） 「福祉タクシー」とは、前号に規定する事業者がその事業の用に供

する自動車をいう。 

（助成） 

第４条 市長は、第２条に規定する対象者が福祉タクシーを利用したときは、

その利用料金の一部を助成する。 

２ 前項の助成は、市長が発行する羽生市福祉タクシー利用券（様式第２号。

以下「利用券」という。）を対象者に交付することにより行う。 

３ 利用券により助成する額は、利用券１枚につき中型車又は小型車の基本料

金以内とする。 

４ 福祉タクシーの料金と利用券によって助成される額との差額は、当該福祉

タクシーを利用した対象者の負担とする。 

５ 利用券は１回の乗車につき１枚使用するものとする。 

６ 第２条第１項に規定する者のうち、２０歳未満の者（以下「障がい児」と

いう。）にあっては、利用券による助成又は障がい児に係る自動車の使用に

伴う燃料費（以下「燃料費」という。）の給付による助成（１リットルにつ

き５０円とし、１か月２０リットルを限度とする。）のいずれかを選択する

ことができる。 

７ 前項の規定による燃料費を助成する期間は、当該障がい児が２０歳となっ

た年度末までとする。 

（登録の申請及び決定） 

第５条 利用券による助成等を受けようとする者は、羽生市重度心身障がい者

福祉タクシー利用等登録申請書（様式第１号）により市長に申請しなければ

ならない。 

２ 前項の申請には、身体障害者手帳及び療育手帳等を提示しなければならな

い。 

３ 市長は、第１項の規定により申請があったときはその内容を審査し、申請



に係る者が第２条に規定する障がい者に該当すると認定したときは、登録す

ることを決定するものとする。 

４ 前項の規定により登録することを決定したときは、当該登録申請書に登録

番号を付し、これを登録簿とする。 

（利用券の交付） 

第６条 市長は、前条の規定により登録を受けた者には、利用券を交付するも

のとする。 

２ 利用券の交付枚数は、予算の範囲内で市長が別に定める。 

３ 利用券は、再交付しない。 

（燃料費の給付手続） 

第７条 第４条第６項に規定する燃料費の給付手続は、羽生市重度身体障がい

者自動車ガソリン費助成要綱（昭和５６年告示第５８号）の例によるものと

する。 

（身体障害者手帳等の提示） 

第８条 利用券の交付を受けた者が福祉タクシーを利用しようとするときは、

当該福祉タクシーの運転者に対し、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しな

ければならない。 

（請求及び支払） 

第９条 事業者は、福祉タクシー利用券を毎月末日までにとりまとめ、翌月の

１０日までに利用券を添えて請求しなければならない。 

２ 前項の規定により請求を受けたときは、市長はその月の末日までに支払う

ものとする。 

（譲渡の禁止） 

第１０条 利用券は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。 

（助成の取消し等） 

第１１条 市長は偽りその他不正の手段により、この要綱に定める助成を受け

た者があるときは、これに対し助成の決定を取り消すとともに、既に助成を

行った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 



（協定締結） 

第１２条 市長は福祉タクシーの業務を円滑にするため、埼玉県乗用旅客自動

車協会及び埼玉県個人タクシー協同組合と福祉タクシー業務に係る協定を締

結するものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５７年４月１日告示第３５号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年９月１６日告示第５４号） 

この要綱は、昭和５８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年４月１日告示第１３号） 

この要綱は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年４月１９日告示第８号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成６年４月１日から適用する。 

附 則（平成１４年３月２９日告示第７号） 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年２月１７日告示第５号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

ただし、第２条の改定規定（「有し」の次に「、かつ、住民税非課税者で、」

を加える部分に限る。）は、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第５４号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際この告示による改正前の様式により使用されている書

類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

 


